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《目黒区では》 
地方自治法第 234条 
目黒区契約事務規則等 

あっせん利得処罰法 

 国会議員 

 地方議員 

 公設秘書 

 首長 

・刑法 197 条 

（収賄） 

（対象：公務員） 

・刑法 96 条の３ 

（競売入札妨害罪、談合罪） 

（対象：行為者） 

あっせん防止の強化 
国会議員の私設秘書の追加

政 

あっせん

業 官 

あっせん依頼

働きかけ等

・公共工事入札契約適正化法 
－入札・契約情報の公表、第三者の意

見反映等による透明性の確保 
－公正競争促進のための入札・契約方

法の改善 等 

入札・契約制度 
の改善のため 

談合への関与防止 
入札談合等関与行為防止法

中央省庁 
地方公共団体 

特定法人 

・独占禁止法 
（対象：行為者） 
・刑法 96 条の３ 
（談合罪） 
（対象：行為者） 

談合そのものに

対して適用 

・刑法 198 条 
（収賄） 

（対象：供与者） 

・刑法 96 条の３ 
(競売入札妨害罪、談合罪)

(対象：行為者) 
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